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第116期 （2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金
資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 資本剰余金

合 計 利益準備金 その他利益
剰 余 金

利益剰余金
合 計

当期首残高 145,069 122,134 122,134 50,930 561,663 612,593 △49,121 830,674
会計方針の変更による
累積的影響額 △639 △639 △639

会計方針の変更を反映
した当期首残高 145,069 122,134 122,134 50,930 561,024 611,954 △49,121 830,035

当期変動額
剰余金の配当 △16,360 △16,360 △16,360
当期純利益 52,328 52,328 52,328
自己株式の取得 △5,006 △5,006
自己株式の処分 △177 △177 1,020 842
土地再評価差額金の取崩 139 139 139
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － － 35,929 35,929 △3,986 31,942
当期末残高 145,069 122,134 122,134 50,930 596,953 647,883 △53,108 861,978

（単位：百万円）
評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 土地再評価

差 額 金
評価・換算
差額等合計

当期首残高 126,647 △5,762 9,931 130,816 628 962,119
会計方針の変更による
累積的影響額 △639

会計方針の変更を反映
した当期首残高 126,647 △5,762 9,931 130,816 628 961,480

当期変動額
剰余金の配当 △16,360
当期純利益 52,328
自己株式の取得 △5,006
自己株式の処分 842
土地再評価差額金の取崩 139
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △23,704 10,961 △139 △12,883 △628 △13,511

当期変動額合計 △23,704 10,961 △139 △12,883 △628 18,431
当期末残高 102,942 5,198 9,791 117,932 － 979,911
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個別注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
1. 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得
る等の目的（以下、「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準とし、貸借対照表上「特定取
引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を損益計算書上「特定取引収益」及び「特定
取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の時価により、スワップ・先物・
オプション取引等の派生商品については決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当事業年度中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等について
は前事業年度末と当事業年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前事業年度末と当事業年度末におけ
るみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。

2. 有価証券の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等株式及

び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移動
平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。なお、
その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

（2）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記（1）及び決算日の市場価格等に基づく時価法に
より行っております。

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。

4. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

建物については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。また、主な耐用年数は次のと
おりであります。
建 物 ６年～50年
その他 ２年～20年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可
能期間（５年）に基づいて償却しております。

5. 繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
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7. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同
等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直
接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しており
ます。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻
懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除
し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。破綻懸念先及び貸出
条件緩和債権等を有する債務者等で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに
係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和
実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）
により計上しております。上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失
額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間
における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査
部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収
が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は23,112百万
円であります。

（2）退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。
なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

（3）睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請
求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

（4）ポイント引当金
ポイント引当金は、当行が発行するクレジットカード等の利用により付与したポイントの将来の利用による負担に備
えるため、将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認める額を計上しております。

8. ヘッジ会計の方法
（1）金利リスク・ヘッジ

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する
会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年３月17日）に規定する繰
延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象
となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価
しております。

― 3 ―

2022年05月23日 11時01分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



（2）為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計
処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月８日）
に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リ
スクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭
債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価
しております。
また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価
証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条
件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
上記（1）（2）以外のヘッジ会計の方法として、一部の資産・負債については、繰延ヘッジあるいは金利スワップの
特例処理を行っております。

会計方針の変更
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業

年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見
込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる計算書類に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下、「時価算定会計基準」という。）等を当事

業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第８項に従いデリバティブ取引の時価算定における時価調整手法について、市場
で取引されるデリバティブ等から推計される観察可能なインプットを最大限利用する方法へと見直ししております。当該見直
しは時価算定会計基準等の適用に伴うものであり、当行は、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過的な取扱いに従っ
て、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に反映し
ております。
この結果、当事業年度の期首の利益剰余金が639百万円減少、特定取引資産が170百万円減少、その他資産が1,033百万円

減少、特定取引負債が12百万円減少、その他負債が271百万円減少、繰延税金資産が280百万円増加、１株当たり純資産額が
86銭減少しております。
また、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項

に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしま
した。
これにより、その他有価証券のうち国内株式及び投資信託の評価については事業年度末前１カ月の市場価格の平均等による

時価法から、当事業年度末より事業年度末日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。

重要な会計上の見積り
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影

響を及ぼす可能性があるものは、貸倒引当金であります。
1. 当事業年度に係る計算書類に計上した額
貸倒引当金 27,638百万円
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2. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
（1）算出情報

貸倒引当金の算出方法については、「重要な会計方針」「7.引当金の計上基準」「（1）貸倒引当金」に記載しておりま
す。

（2）主要な仮定
貸倒引当金に係る主要な仮定は、「債務者区分の判定における融資先の将来の業績見通し」、「新型コロナウイルス感染
症の影響」であります。「債務者区分の判定における融資先の将来の業績見通し」は、業種特性や地域経済動向を踏ま
え融資先の実績、財務内容、返済能力等を評価し将来業績の見通しを行っております。「新型コロナウイルス感染症の
影響」は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済活動停滞等により、融資先の返済能力が低下する可能性を想定
しておりますが、政府や自治体の経済対策や金融機関による支援等により、債務者区分等への大きな影響はないとの
仮定を置いたうえで、貸倒引当金を計上しております。なお、「新型コロナウイルス感染症の影響」は翌事業年度以降
も継続するものと見込んでおります。

（3）翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響
当該見積りは、千葉県内外の景気動向、不動産価格や金利、株価等金融経済環境の変動、取引先企業の経営状況の変
動、新型コロナウイルス感染症拡大等の予測困難な不確実性の影響を受ける可能性があり、当初の見積りに用いた仮
定が変化した場合は、翌事業年度に係る計算書類における貸倒引当金の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

注記事項
（貸借対照表関係）
1. 関係会社の株式及び出資金総額 14,207百万円
2. 無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が国債に15,201百万円含まれております。ま
た、現先取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有す
る有価証券で、当事業年度末に当該処分をせずに所有しているものは14,999百万円であります。

3. 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借
対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、
当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資
産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを
行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 17,107百万円
危 険 債 権 額 54,927百万円
三 月 以 上 延 滞 債 権 額 656百万円
貸 出 条 件 緩 和 債 権 額 40,521百万円
合 計 額 113,212百万円
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営
破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元
本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであ
ります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及び
これらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
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貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返
済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債
権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
（表示方法の変更）
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（2020年１月24日 内閣府令第３号）が2022年３月31日から施行
されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づ
く開示債権の区分等に合わせて表示しております。

4. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別
委員会実務指針第24号 2022年３月17日）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手
形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、
その額面金額は、10,099百万円であります。

5. 担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
有 価 証 券 933,868百万円
貸 出 金 1,299,855百万円
担保資産に対応する債務
預 金 74,836百万円
売 現 先 勘 定 13,945百万円
債券貸借取引受入担保金 262,547百万円
借 用 金 1,322,346百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券601百万円を差し入れており
ます。
また、その他の資産には、保証金7,115百万円が含まれております。

6. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規
定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契
約に係る融資未実行残高は、2,523,189百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無
条件で取消可能なものが2,269,120百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の
将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保
全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることがで
きる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、
契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の
措置等を講じております。
この他に、総合口座取引における当座貸越未実行残高が798,015百万円あります。

7. 土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額に
ついては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した
金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1998年３月31日
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同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）
第２条第４号に定める地価税法（1991年法律第69号）第16条に規定す
る地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国
税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行価
格補正、側方路線影響加算、間口狭小補正等により合理的な調整を行っ
て算出。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後
の帳簿価額の合計額との差額 25,843百万円

8. 有形固定資産の減価償却累計額 103,233百万円
9. 有形固定資産の圧縮記帳額 10,871百万円
10. 社債には、劣後特約付社債30,000百万円が含まれております。
11. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証債務の額

は59,289百万円であります。
12. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、一部の店舗については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用し

ております。
13. 関係会社に対する金銭債権総額 53,754百万円
14. 関係会社に対する金銭債務総額 81,183百万円
15. 元本補填契約のある信託の元本金額は、金銭信託8,883百万円であります。

（損益計算書関係）
1. 関係会社との取引による収益

資金運用取引に係る収益総額 4,516百万円
役務取引等に係る収益総額 1,216百万円
特定取引に係る収益総額 1百万円
その他業務・その他経常取引に係る収益総額 127百万円
関係会社との取引による費用
資金調達取引に係る費用総額 1百万円
役務取引等に係る費用総額 3,229百万円
その他の取引に係る費用総額（営業経費） 2,311百万円

2. 関連当事者との取引に関する事項

種 類 会社等の名称
又は氏名

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社等 ちばぎん保証
株式会社

所有
直接 45.63％

各種ローンの
被債務保証取引
役員の兼任

ローン債権
に対する
被債務保証
（注）

3,832,922 ― ―

（注）保証条件は、商品ごとに保証対象の各種ローンの信用リスク等を勘案し、決定しております。
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（株主資本等変動計算書関係）
1. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当事業年度期首
株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当事業年度末
株 式 数 摘 要

自 己 株 式

普 通 株 式 72,602 7,279 1,507 78,374 （注）

種 類 株 式 － － － －

合 計 72,602 7,279 1,507 78,374

（注） 増加株式数7,279千株は取締役会決議による自己株式の取得による増加7,269千株、譲渡制限付株式の無償取得
による増加８千株及び単元未満株式の買取請求による増加１千株であり、減少株式数1,507千株は譲渡制限付株
式の割当による減少1,171千株、ストック・オプションの権利行使による減少336千株及び単元未満株式の買増
請求による減少０千株であります。

2. 「その他利益剰余金」について合計額により記載しておりますが、その内訳は次のとおりであります。
当事業年度期首残高 当事業年度変動額 当事業年度末残高

固定資産圧縮積立金 351百万円 －百万円 351百万円
別 途 積 立 金 510,971百万円 30,000百万円 540,971百万円
繰 越 利 益 剰 余 金 49,701百万円 5,929百万円 55,630百万円
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（有価証券関係）
貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」、「その他の特定取引資産」中の短
期社債、「預け金」中の譲渡性預け金及び「買入金銭債権」中の信託受益権が含まれております。
1. 売買目的有価証券（2022年３月31日現在）

当事業年度の損益に含まれた評価差額（百万円）

売 買 目 的 有 価 証 券 △61

2. 満期保有目的の債券（2022年３月31日現在）

種 類 貸借対照表計上額
（百万円）

時 価
（百万円）

差 額
（百万円）

時価が貸借対照表計上額
を 超 え る も の

国 債 － － －

地 方 債 － － －

社 債 － － －

そ の 他 8,635 8,746 111

うち外国債券 8,635 8,746 111

小 計 8,635 8,746 111

時価が貸借対照表計上額
を 超 え な い も の

国 債 － － －

地 方 債 － － －

社 債 － － －

そ の 他 － － －

うち外国債券 － － －

小 計 － － －

合 計 8,635 8,746 111

3. 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2022年３月31日現在）
市場価格のある子会社・子法人等株式及び関連法人等株式はありません。
（注）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

貸借対照表計上額（百万円）

子 会 社 ・ 子 法 人 等 株 式 13,132

関 連 法 人 等 株 式 1,074

合 計 14,207
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4. その他有価証券（2022年３月31日現在）

種 類 貸借対照表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差 額
（百万円）

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

株 式 223,062 75,200 147,862

債 券 339,081 337,986 1,094

国 債 63,243 62,800 442

地 方 債 138,554 138,180 373

社 債 137,284 137,005 278

そ の 他 484,630 443,758 40,872

うち外国債券 169,179 167,978 1,201

小 計 1,046,775 856,945 189,829

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

株 式 10,675 14,043 △3,367

債 券 714,585 724,006 △9,421

国 債 100,079 103,037 △2,958

地 方 債 226,899 228,591 △1,692

社 債 387,605 392,377 △4,771

そ の 他 635,372 664,312 △28,939

うち外国債券 364,776 380,526 △15,750

小 計 1,360,633 1,402,362 △41,729

合 計 2,407,408 2,259,308 148,100

（注） 上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額

貸借対照表計上額（百万円）

非 上 場 株 式 4,529

組 合 出 資 金 28,464

合 計 32,993

組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日）
第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
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5. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

株 式 14,243 5,160 177

債 券 157,894 215 219

国 債 134,186 185 210

地 方 債 18,457 5 8

社 債 5,250 25 －

そ の 他 138,686 2,293 2,907

う ち 外 国 債 券 118,459 1,176 2,792

合 計 310,824 7,669 3,304

6. 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の時価（原則
として事業年度末日の市場価格等。以下同じ。）が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する
見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業
年度の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。
当事業年度における減損処理額は、3,107百万円（うち株式3,098百万円、社債８百万円）であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分
ごとに次のとおり定めております。

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べ下落

要 注 意 先 時価が取得原価に比べ30％以上下落

正 常 先 時価が取得原価に比べ50％以上下落又は、時価が取得原価に比べ30％以
上50％未満下落したもので市場価格が一定水準以下で推移等

なお、破綻先とは、破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営
破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社であります。破綻懸念
先とは、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行
会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、及び要注意先以外の発行会社であります。

（金銭の信託関係）
1. 運用目的の金銭の信託（2022年３月31日現在）

貸借対照表計上額
（百万円）

当事業年度の損益に含まれた
評価差額（百万円）

運 用 目 的 の 金 銭 の 信 託 － －
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2. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2022年３月31日現在）

貸 借 対 照 表
計上額（百万円）

取得原価
（百万円）

差 額
（百万円）

うち貸借対照表
計 上 額 が
取 得 原 価 を
超 え る も の
（百万円）

うち貸借対照表
計 上 額 が
取 得 原 価 を
超えないもの
（百万円）

その他の金銭の信託 2,079 2,079 － － －

（注）1. 貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
2. 「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれ

ぞれ「差額」の内訳であります。

（税効果会計関係）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

繰延税金資産
貸倒引当金 13,248百万円
退職給付引当金 5,001
有価証券償却 884
その他 6,826
繰延税金資産小計 25,960
評価性引当額 △1,090
繰延税金資産合計 24,869
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 45,040
前払年金費用 3,532
その他 2,586
繰延税金負債合計 51,160
繰延税金負債の純額 26,290百万円

（１株当たり情報）
１株当たり純資産額 1,329円32銭
１株当たり当期純利益 70円55銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 70円52銭
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第116期 （2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 145,069 122,134 676,994 △49,121 895,076
会計方針の変更による
累積的影響額 △639 △639

会計方針の変更を反映した
当期首残高 145,069 122,134 676,355 △49,121 894,437

当期変動額
剰余金の配当 △16,360 △16,360
親会社株主に帰属する
当期純利益 54,498 54,498

自己株式の取得 △5,006 △5,006
自己株式の処分 △177 1,020 842
土地再評価差額金の取崩 139 139
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 38,099 △3,986 34,112
当期末残高 145,069 122,134 714,455 △53,108 928,550

（単位：百万円）
その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

土地再評価
差 額 金

退 職 給 付
に 係 る
調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当期首残高 139,614 △5,762 9,931 2,268 146,051 628 1,041,756
会計方針の変更による
累積的影響額 △639

会計方針の変更を反映した
当期首残高 139,614 △5,762 9,931 2,268 146,051 628 1,041,117

当期変動額
剰余金の配当 △16,360
親会社株主に帰属する
当期純利益 54,498

自己株式の取得 △5,006
自己株式の処分 842
土地再評価差額金の取崩 139
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △25,223 10,961 △139 △1,109 △15,510 △628 △16,138

当期変動額合計 △25,223 10,961 △139 △1,109 △15,510 △628 17,974
当期末残高 114,391 5,198 9,791 1,159 130,541 － 1,059,091

― 13 ―

2022年05月23日 11時01分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



連結注記表

連結計算書類の作成方針
1. 連結の範囲に関する事項
（1）連結される子会社及び子法人等 ９社

会社名
・株式会社総武
・ちばぎんキャリアサービス株式会社
・ちば債権回収株式会社
・ちばぎんハートフル株式会社
・ちばぎん証券株式会社
・ちばぎん保証株式会社
・ちばぎんジェーシービーカード株式会社
・ちばぎんディーシーカード株式会社
・ちばぎんリース株式会社

（2）非連結の子会社及び子法人等
主要な会社名
・ちばぎんコンピューターサービス株式会社
非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う
額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び
経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。なお、当
連結会計年度にちばぎん商店株式会社を設立しております。

2. 持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 ６社

主要な会社名
・ちばぎんコンピューターサービス株式会社

（持分法適用の範囲の変更）
ちばぎん商店株式会社は設立により、当連結会計年度から持分法の範囲に含めております。

（2）持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 ９社
主要な会社名
・ひまわりＧ２号投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及び
その他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与
えないため、持分法の対象から除いております。なお、当連結会計年度にちば新産業育成投資事業有限責任組合及び
千葉中小企業再生ファンド２号投資事業有限責任組合を清算しております。
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（3）持分法非適用の関連法人等 ５社
主要な会社名
・千葉・武蔵野アライアンス株式会社
持分法非適用の関連法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益
累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないため、持分
法の対象から除いております。なお、当連結会計年度に千葉・横浜パートナーシップ１号投資事業有限責任組合及び
株式会社オンアドを設立しております。

3. 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。
３月末日 ９社

4. のれんの償却に関する事項
原則として発生年度に全額償却しております。

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。

会計方針に関する事項
1. 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得
る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特定
取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を連結損益計算書上「特定取引収益」及び
「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時価により、スワップ・先
物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等につ
いては前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当
連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。

2. 有価証券の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分法非適用の非連結子

会社・子法人等株式及び持分法非適用の関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券につい
ては時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による
原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しており
ます。

（2）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記１．及び連結決算日の市場価格等に基づく時価
法により行っております。

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。
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4. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

当行並びに連結される子会社及び子法人等の建物については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用
しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 ６年～50年
その他 ２年～20年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並びに連結され
る子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

5. 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の
状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後
の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、
現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」とい
う。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額の
うち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を
有する債務者等で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フ
ローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で
割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しておりま
す。上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上してお
り、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損
失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部
署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が
可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は31,765百万円で
あります。
連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。

6. 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、連結される子会社及び子法人等の役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退
職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

7. 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求
に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
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8. ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、当行並びに連結される子会社及び子法人等が発行するクレジットカード等の利用により付与したポ
イントの将来の利用による負担に備えるため、将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認める額を計上してお
ります。

9. 特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、ちばぎん証券株式会社が計上した金融商品取引責任準備金であり、証券事故による損失に備える
ため、金融商品取引法第46条の５第１項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより
算出した額を計上しております。

10. 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都
合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

11. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日の為替相場により換算しております。

12. リース取引の処理方法
連結される子会社及び子法人等の貸手側のファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料を収
受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

13. 重要なヘッジ会計の方法
（1）金利リスク・ヘッジ

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に
関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年３月17日）に規定
する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッ
ジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定
し評価しております。

（2）為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等
の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月
８日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替
変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨
建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性
を評価しております。
また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価
証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条
件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
当行では、上記（1）（2）以外のヘッジ会計の方法として、一部の資産・負債については、繰延ヘッジあるいは金利
スワップの特例処理を行っております。
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注記事項
（会計方針の変更）
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当連結会
計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる連結計算書類に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当連結
会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第８項に従いデリバティブ取引の時価算定における時価調整手法について、市
場で取引されるデリバティブ等から推計される観察可能なインプットを最大限利用する方法へと見直ししております。当該見
直しは時価算定会計基準等の適用に伴うものであり、当行は、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過的な取扱いに従
って、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余
金に反映しております。
この結果、当連結会計年度の期首の利益剰余金が639百万円減少、特定取引資産が170百万円減少、その他資産が1,033百

万円減少、特定取引負債が12百万円減少、その他負債が271百万円減少、繰延税金資産が280百万円増加、１株当たり純資産
額が86銭減少しております。
また、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－2項

に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしま
した。
これにより、その他有価証券のうち国内株式及び投資信託の評価については連結会計年度末前１カ月の市場価格の平均等に

よる時価法から、当連結会計年度末より連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。
上記のほか、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた

しました。

（重要な会計上の見積り）
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結計

算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、貸倒引当金であります。
1. 当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額
貸倒引当金 35,246百万円

2. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
（1）算出情報

貸倒引当金の算出方法については、「会計方針に関する事項」「５.貸倒引当金の計上基準」に記載しております。
（2）主要な仮定

貸倒引当金に係る主要な仮定は、「債務者区分の判定における融資先の将来の業績見通し」、「新型コロナウイルス感染
症の影響」であります。「債務者区分の判定における融資先の将来の業績見通し」は、業種特性や地域経済動向を踏ま
え融資先の実績、財務内容、返済能力等を評価し将来業績の見通しを行っております。「新型コロナウイルス感染症の
影響」は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済活動停滞等により、融資先の返済能力が低下する可能性を想定
しておりますが、政府や自治体の経済対策や金融機関による支援等により、債務者区分等への大きな影響はないとの
仮定を置いたうえで、貸倒引当金を計上しております。なお、「新型コロナウイルス感染症の影響」は翌連結会計年度
以降も継続するものと見込んでおります。
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（3）翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
当該見積りは、千葉県内外の景気動向、不動産価格や金利、株価等金融経済環境の変動、取引先企業の経営状況の変
動、新型コロナウイルス感染症拡大等の予測困難な不確実性の影響を受ける可能性があり、当初の見積りに用いた仮
定が変化した場合は、翌連結会計年度に係る連結計算書類における貸倒引当金の金額に重要な影響を及ぼす可能性が
あります。

（連結貸借対照表関係）
1. 関係会社の株式及び出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の株式を除く） 13,187百万円
2. 無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に15,201百万円含ま
れております。また、現先取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分
できる権利を有する有価証券で、当連結会計年度末に当該処分をせずに所有している有価証券は14,999百万円でありま
す。

3. 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、連結
貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであっ
て、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その
他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付
けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 15,242百万円
危 険 債 権 額 55,091百万円
三 月 以 上 延 滞 債 権 額 656百万円
貸 出 条 件 緩 和 債 権 額 40,525百万円
合 計 額 111,514百万円
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営
破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元
本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであ
ります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及び
これらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返
済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債
権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
（表示方法の変更）
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（2020年１月24日 内閣府令第３号）が2022年３月31日から施行
されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づ
く開示債権の区分等に合わせて表示しております。

4. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別
委員会実務指針第24号 2022年３月17日）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手
形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、
その額面金額は10,099百万円であります。
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5. 担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
有 価 証 券 935,853百万円
貸 出 金 1,299,855百万円
担保資産に対応する債務
預 金 74,836百万円
売 現 先 勘 定 13,945百万円
債券貸借取引受入担保金 262,547百万円
借 用 金 1,322,542百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券3,508百万円を差し入れてお
ります。
また、その他資産には、先物取引差入証拠金4,202百万円、金融商品等差入担保金86,787百万円及び保証金7,098百万
円が含まれております。

6. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規
定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契
約に係る融資未実行残高は、2,517,108百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無
条件で取消可能なものが2,263,039百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行並
びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の
多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人
等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、
契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）
手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
この他に、総合口座取引における当座貸越未実行残高が798,015百万円あります。

7. 土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価
差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控
除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1998年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）

第２条第４号に定める地価税法（1991年法律第69号）第16条に規定す
る地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国
税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行価
格補正、側方路線影響加算、間口狭小補正等により合理的な調整を行っ
て算出。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評
価後の帳簿価額の合計額との差額 25,843百万円

8. 有形固定資産の減価償却累計額 107,363百万円
9. 有形固定資産の圧縮記帳額 11,760百万円
10. 社債には、劣後特約付社債30,000百万円が含まれております。
11. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額は

59,289百万円であります。
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12. 連結貸借対照表に計上した固定資産のほか、一部の店舗については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使
用しております。

13. 元本補填契約のある信託の元本金額は、金銭信託8,883百万円であります。

（連結損益計算書関係）
1. 「その他の経常収益」には、株式等売却益6,109百万円及びリース子会社に係る受取リース料17,075百万円を含んでお
ります。

2. 「その他の経常費用」には、貸出金償却4,728百万円、株式等償却3,153百万円及びリース子会社に係るリース原価
15,515百万円を含んでおります。

（連結株主資本等変動計算書関係）
1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当連結会計年度
期 首 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計
年度末株式数 摘 要

発 行 済 株 式

普 通 株 式 815,521 － － 815,521

種 類 株 式 － － － －

合 計 815,521 － － 815,521

自 己 株 式

普 通 株 式 72,602 7,279 1,507 78,374 （注）

種 類 株 式 － － － －

合 計 72,602 7,279 1,507 78,374

（注） 増加株式数7,279千株は取締役会決議による自己株式の取得による増加7,269千株、譲渡制限付株式の無償取得
による増加８千株及び単元未満株式の買取請求による増加１千株であり、減少株式数1,507千株は譲渡制限付株
式の割当による減少1,171千株、ストック・オプションの権利行使による減少336千株及び単元未満株式の買増
請求による減少０千株であります。

2. 配当に関する事項
（1）当連結会計年度中の配当金支払額

（決 議） 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基 準 日 効力発生日
2021年６月25日
定時株主総会 普通株式 8,172百万円 11円00銭 2021年３月31日 2021年６月28日

2021年11月８日
取締役会 普通株式 8,188百万円 11円00銭 2021年９月30日 2021年12月３日

合 計 16,360百万円
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（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの

（決議予定） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり配当額 基 準 日 効力発生日
2022年６月28日
定時株主総会 普通株式 9,582百万円 利益剰余金 13円00銭 2022年３月31日 2022年６月29日

2022年６月28日開催予定の第116期定時株主総会の議案として、上記の内容を提案予定です。

（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当行グループは、千葉県を主要な地盤とする地域金融機関として、預金業務、貸出業務に加え、有価証券投資などの
マーケット業務を行っています。
預金を中心に調達した資金を、主として県内の事業者に対する貸出金及び個人向け住宅ローン、また有価証券投資な
どで運用しております。これらの資産・負債を総合的に管理し、市場環境等の変化に応じた戦略目標等の策定に資す
るため、ALM委員会を中心としたALM管理体制を構築しています。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
当行が保有する金融資産は、主として県内の事業者に対する貸出金及び個人向け住宅ローンであり、顧客の財務状況
の悪化などによってもたらされる信用リスクに晒されています。
有価証券は、主に債券、株式、投資信託であり、純投資目的及び政策投資目的で保有しています。これらは、それぞ
れ発行体の信用リスク、及びマーケット（金利・価格・為替）の変動に伴う市場リスクに晒されています。
金融負債は、主として県内の個人預金であり、流動性預金、定期性預金で構成されておりますが、一定の環境の下で
予期せぬ資金流出が発生するなどの流動性リスクに晒されています。
貸出等の資産と預金等の負債には、金利又は期間のミスマッチが存在しており、金利の変動リスクに晒されています
が、一部は金利スワップ取引を行うことにより当該リスクを回避しています。
外貨建ての資産と負債には、ポジションのミスマッチが存在しており、為替の変動リスクに晒されていますが、一部
は通貨スワップ取引を行うことにより当該リスクを回避しています。
デリバティブ取引は、顧客の多様な運用・調達ニーズへの対応、資産・負債のリスクコントロール手段及びトレーデ
ィング（短期的な売買差益獲得）を主な目的として利用しています。資産・負債のリスクコントロール手段として、
金利変動リスクヘッジ及び為替変動リスクヘッジを行っており、当該取引はヘッジ会計を適用しています。金利変動
リスクヘッジは、主に貸出金をヘッジ対象、金利スワップ取引等をヘッジ手段としています。為替変動リスクヘッジ
は、外貨建金銭債権債務等をヘッジ対象、通貨スワップ取引及び為替スワップ取引をヘッジ手段としています。デリ
バティブ取引は、他の市場性取引と同様に、市場リスク、信用リスクに晒されています。
一部の連結される子会社及び子法人等では、リース債権、割賦債権等を保有しています。当該金融商品は、金利の変
動リスク、信用リスクに晒されています。
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（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
信用リスクに対しては、「資産自己査定制度」により、適正な償却・引当を実施するとともに、「内部格付制度」を
中心に、厳正な信用リスク管理体制を構築し、個別与信管理と与信ポートフォリオ管理を行っています。組織面で
は、審査・管理部門（企業サポート部等）及び与信部門（営業店等）から組織・業務が独立した「コンプライアン
ス・リスク統括部」が、信用リスク管理部署として信用リスク全体を統括管理するなど、牽制が働く体制としてい
ます。また、「信用リスク管理委員会」は、信用リスク管理方針の検討などを行い、貸出資産の健全性確保に努めて
います。なお、具体的な信用リスク管理の方法は以下の通りです。
＜個別与信管理＞
個別案件の審査は、与信の基本原則（安全性・収益性・流動性・成長性・公共性）のもと、営業店及び「企業サ
ポート部」を中心に、審査基準に従った厳正な審査を行っています。また、経営改善が必要なお客さまの支援お
よび破綻先などの整理回収活動を行っています。こうした事前の審査および事後の管理をとおして優良な貸出資
産の積み上げと損失の極小化を図っています。
＜与信ポートフォリオ管理＞
与信ポートフォリオ管理とは、個別与信が特定の国や業種に集中することなどにより、一時に大きな損失を被る
リスクを管理していくものです。「コンプライアンス・リスク統括部」では、国別・業種別・格付別などのさまざ
まな角度から信用リスクの状況を把握し、与信上限額の設定など必要な対策を講じることにより、与信ポートフ
ォリオの健全性向上に努めています。

② 市場リスクの管理
市場リスクに対しては、「リスク上限管理」を中心に、厳正な市場リスク管理体制を構築しています。組織面では、
市場リスク管理部署である「コンプライアンス・リスク統括部」を、取引執行部署である「市場営業部・海外店」
や業務管理部署である「市場業務部」から独立した組織とし、相互に牽制する体制としています。「ALM委員会」
では、市場リスクの状況を踏まえた当行の資産・負債の総合管理に係る諸施策を検討しています。なお、「リスク上
限管理」の方法は以下の通りです。
＜リスク上限管理＞
有価証券や預貸金などの金融商品については、市場リスクを一定の範囲にコントロールするため、リスク量に上
限を設け管理しています。また、取引や商品のリスク特性を踏まえ、より具体的な管理指標として、運用残高、
平均残存期間、10BPV、評価損益等にも上限を設け、市場リスクの拡大防止に努めています。トレーディング取
引についても、ポジション、損失に上限を設定し、厳正な管理をしています。

③ 流動性リスクの管理
流動性リスクに対しては、「限度枠管理」を中心に、厳正な流動性リスク管理体制を構築しています。組織面では、
流動性リスク管理部署である「コンプライアンス・リスク統括部」を、資金繰り管理部署である「市場営業部」か
ら独立した組織とし、相互に牽制する体制としています。「ALM委員会」では、流動性リスクの状況を踏まえた当
行の資産・負債の総合管理に係る諸施策を検討しています。また、万が一、資金繰りに重要な影響を及ぼす事象が
発生した場合には、速やかに頭取を委員長とする対策会議を開催し、今後の対応方針を協議する態勢としています。
なお、「限度枠管理」の方法は以下の通りです。

― 23 ―

2022年05月23日 11時01分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



＜限度枠管理＞
国債などの換金性の高い流動資産については、予期せぬ資金の流出に備え、最低保有額を設定して管理していま
す。インターバンク市場などからの資金調達については、当行の調達力の範囲内で安定的な資金繰りを行うため、
調達限度枠を設定して管理しています。

④ 統合リスクの管理
「リスク資本配賦制度」を中心に、厳正な統合リスク管理体制を構築しています。統合的リスク管理部署である「コ
ンプライアンス・リスク統括部」は、信用リスク、市場リスクなどのリスクを一元的に把握するほか、ストレス・
テストの実施により、リスクに対する自己資本の充実度を検証しています。取締役会は、その結果を定期的にモニ
タリングし、必要に応じ対応策の検討を行う態勢としています。なお、「リスク資本配賦制度」による管理方法は以
下の通りです。
＜リスク資本配賦制度＞
「リスク資本配賦制度」とは、経営体力である自己資本の範囲内で国内営業部門・市場部門などの部門別にリスク
資本（許容リスク量）をあらかじめ配賦し、その範囲にリスクをコントロールして管理する方法です。これによ
り、当行全体の健全性を確保したうえで、各部門が収益性の向上や効率的な資本の活用を図るなどのリスク・リ
ターンを意識した業務運営を行っています。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格
のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注１）参照）。また、現金預け金、コールローン及び買
入手形、買現先勘定、特定取引資産（デリバティブ取引を除く）、外国為替（資産・負債）、コールマネー及び売渡手形、
売現先勘定並びに債券貸借取引受入担保金は、短期間（１年以内）で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿
価額に近似することから、注記を省略しております。その他、連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目についても、
注記を省略しております。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額（＊１）

（1）有価証券

満期保有目的の債券 8,635 8,746 111

その他有価証券 2,427,275 2,427,275 －

（2）貸 出 金 11,646,721

貸倒引当金（＊２） △32,669

11,614,051 11,727,859 113,807

資 産 計 14,049,962 14,163,880 113,918

（1）預 金 14,771,202 14,771,246 △43

（2）譲渡性預金 552,959 552,959 －

負 債 計 15,324,161 15,324,205 △43

デリバティブ取引（＊３）

ヘッジ会計が適用されていないもの 2,411 2,411 －

ヘッジ会計が適用されているもの（＊４） 2,341 2,341 －

デリバティブ取引計 4,752 4,752 －

（＊１）差額欄は評価損益を記載しております。
（＊２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊３）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリ

バティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について
は、（ ）で表示しております。

（＊４）ヘッジ対象である貸出金、有価証券等の金利、為替の変動リスクを減殺する目的でヘッジ手段として指定した金
利スワップ・通貨スワップ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、
「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応報告第40号 2022年３月17日）を適用し
ております。
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（注１）市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他
有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）

区 分 連結貸借対照表計上額

非 上 場 株 式 （＊１） 14,882

組 合 出 資 金 （＊２） 31,431

合 計 46,314

（＊１）非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年
３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（＊２）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７
月４日）第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類して
おります。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の

対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプッ

トを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベ
ルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

区 分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券

国 債 163,323 － － 163,323

地 方 債 － 365,453 － 365,453

社 債 － 464,148 60,741 524,890

株 式 250,947 － － 250,947

そ の 他 25,608 508,348 － 533,957

資 産 計 439,878 1,337,951 60,741 1,838,571

デリバティブ取引（＊２）

金 利 関 連 － 8,869 － 8,869

通 貨 関 連 － （3,602） （527） （4,129）

株 式 関 連 － － － －

債 券 関 連 12 － － 12

商 品 関 連 － － － －

クレジット・デリバティブ － － － －

デリバティブ取引計 12 5,267 （527） 4,752

（ １）「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日）第26項に定め
る経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。連結貸借対照表における当該投資
信託等の金額は588,703百万円であります。

（＊２）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリ
バティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について
は、（ ）で表示しております。
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（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

区 分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

有 価 証 券

満 期 保 有 目 的 の 債 券

国 債 － － － －

地 方 債 － － － －

そ の 他 － 8,746 － 8,746

貸 出 金 － － 11,727,859 11,727,859

資 産 計 － 8,746 11,727,859 11,736,605

預 金 － 14,771,246 － 14,771,246

譲 渡 性 預 金 － 552,959 － 552,959

負 債 計 － 15,324,205 － 15,324,205

（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類しております。
主に上場株式や国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル
２の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。
私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金等の合計額を信用リスク等のリスク要因を織込んだ割引率で割
り引いて時価を算定しており、当該割引率が観察不能であることからレベル３の時価に分類しております。

貸 出 金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リスク等のリスク要
因を織込んだ割引率で割り引いて時価を算定しており、当該割引率が観察不能であることからレベル３の時価に分類し
ております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担
保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表
上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していることから、当該価額を時価としており、レベル
３の時価に分類しております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済
見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としており、
レベル３の時価に分類しております。
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負 債
預金及び譲渡性預金
要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定期預
金、譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定してお
ります。その割引率は、市場金利を用いております。なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額
と近似していることから、主として当該帳簿価額を時価としております。これらについては、レベル２の時価に分類し
ております。

デリバティブ取引
デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類してお
り、債券先物取引がこれに含まれます。
ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期まで
の期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それ
らの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。また、取引相手の信
用リスク及び当行自身の信用リスクに基づく価格調整を行っております。観察できないインプットを用いていない又は
その影響が重要でない場合はレベル２の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約取引
等が含まれます。重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル３の時価に分類しており、長期の通貨関連
取引等が含まれます。

（注２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報
（1）重要な観察できないインプットに関する定量的情報

区 分 評価技法 重要な観察できない
インプット インプットの範囲 インプットの

加重平均
有 価 証 券

その他有価証券

社 債

私 募 債 現在価値技法 割引率 0.01％－4.33％ 0.12％

デリバティブ取引

通 貨 関 連 取 引 オプション評価モデル ボラティリティ 8.90％－10.78％ －
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（2）期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
（単位：百万円）

期首残高
当期の損益又はその他の包括利益 購入、売却、発行

及び決済の純額損益に計上（＊１） その他の包括利益
に計上

有 価 証 券

その他有価証券

社 債

私 募 債 68,567 △1 △101 △7,723

デリバティブ取引

通 貨 関 連 取 引 △858 644 － △489

レベル３の時価
への振替

レベル３の時価
からの振替（＊２） 期末残高

当期の損益に計上
した額のうち連結
貸借対照表日に
おいて保有する
金 融 資 産 及 び
金融負債の評価損益

（＊１）
有 価 証 券

その他有価証券

社 債

私 募 債 － － 60,741 －

デリバティブ取引

通 貨 関 連 取 引 － 176 △527 644

（＊１）連結損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。
（＊２）レベル３の時価からレベル２の時価への振替であり、主に通貨オプションの時価の算定に使用されるインプット

の観察可能性が高まったことによるものであります。当該振替は当連結会計年度の末日に行っております。
（3）時価の評価プロセスの説明

当行グループはミドル部門及びバック部門において時価の算定に関する方針、手続及び、時価評価モデルの使用に係る
手続を定めております。算定された時価及びレベルの分類については、時価の算定に用いられた評価技法及びインプッ
トの妥当性を検証しております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。
また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似
の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
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（4）重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
割引率
割引率は、TONAやスワップ・レートなどの基準市場金利に対する調整率であり、主に信用リスクから生じる金融商
品のキャッシュ・フローの不確実性に対し市場参加者が必要とする報酬額であるリスク・プレミアムから構成されま
す。一般に、割引率の著しい上昇（低下）は、時価の著しい下落（上昇）を生じさせます。
ボラティリティ
ボラティリティとは、一定期間における変数の予想変化の尺度であります。一部の金融商品は、ボラティリティの上
昇から利益を得、他の金融商品は、ボラティリティの低下から利益を得ます。一般に、ボラティリティの著しい上昇
（低下）は、オプション価格の著しい上昇（下落）を生じさせ、オプションの買いポジションである場合には、時価の
著しい上昇（下落）を生じさせます。

（有価証券関係）
連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券及び短期社債、「現金預け金」中の譲渡性預け金、
並びに「買入金銭債権」中の信託受益権が含まれております。
1. 売買目的有価証券（2022年３月31日現在）

当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（百万円）

売 買 目 的 有 価 証 券 △61

2. 満期保有目的の債券（2022年３月31日現在）

種 類 連結貸借対照表
計上額（百万円）

時 価
（百万円）

差 額
（百万円）

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの

国 債 － － －

地 方 債 － － －

社 債 － － －

そ の 他 8,635 8,746 111

うち外国債券 8,635 8,746 111

小 計 8,635 8,746 111

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの

国 債 － － －

地 方 債 － － －

社 債 － － －

そ の 他 － － －

うち外国債券 － － －

小 計 － － －

合 計 8,635 8,746 111
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3. その他有価証券（2022年３月31日現在）

種 類 連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価
（百万円）

差 額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株 式 240,151 77,077 163,074

債 券 339,081 337,986 1,094

国 債 63,243 62,800 442

地 方 債 138,554 138,180 373

社 債 137,284 137,005 278

そ の 他 487,288 445,762 41,525

うち外国債券 169,179 167,978 1,201

小 計 1,066,521 860,826 205,694

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株 式 10,795 14,190 △3,395

債 券 714,585 724,006 △9,421

国 債 100,079 103,037 △2,958

地 方 債 226,899 228,591 △1,692

社 債 387,605 392,377 △4,771

そ の 他 635,372 664,312 △28,939

うち外国債券 364,776 380,526 △15,750

小 計 1,360,753 1,402,510 △41,756

合 計 2,427,275 2,263,336 163,938

4. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

株 式 14,381 5,248 177

債 券 157,894 215 219

国 債 134,186 185 210

地 方 債 18,457 5 8

社 債 5,250 25 －

そ の 他 138,686 2,293 2,907

う ち 外 国 債 券 118,459 1,176 2,792

合 計 310,962 7,757 3,304
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5. 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の時価（原則
として連結会計年度末日の市場価格等。以下同じ。）が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復
する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額
を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。
当連結会計年度における減損処理額は3,162百万円（うち株式3,153百万円、社債８百万円）であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分
ごとに次のとおり定めております。

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べ下落

要 注 意 先 時価が取得原価に比べ30％以上下落

正 常 先 時価が取得原価に比べ50％以上下落又は、時価が取得原価に比べ30％以
上50％未満下落したもので市場価格が一定水準以下で推移等

なお、破綻先とは、破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営
破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社であります。破綻懸念
先とは、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行
会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、及び要注意先以外の発行会社であります。

（金銭の信託関係）
1. 運用目的の金銭の信託（2022年３月31日現在）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

当連結会計年度の損益に
含まれた評価差額（百万円）

運 用 目 的 の 金 銭 の 信 託 － －

2. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2022年３月31日現在）

連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価
（百万円）

差 額
（百万円）

うち連結貸借
対照表計上額
が取得原価を
超えるもの
（百万円）

うち連結貸借
対照表計上額
が取得原価を
超えないもの
（百万円）

その他の金銭の信託 9,879 9,879 － － －

（注） 「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」
はそれぞれ「差額」の内訳であります。

（１株当たり情報）
１株当たり純資産額 1,436円74銭
１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益 73円47銭
潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益 73円45銭
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（ストック・オプション等関係）
1. ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
営業経費 31百万円

2. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
（1）ストック・オプションの内容

第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権

付与対象者の
区分及び人数

当行取締役９名、
執行役員９名、
計18名

当行取締役９名、
執行役員９名、
計18名

当行取締役９名、
執行役員９名、
計18名

当行取締役９名、
執行役員11名、
計20名

当行取締役10名、
執行役員10名、
計20名

株式の種類別の
ストック・
オプションの数
（注）

普通株式
311,100株

普通株式
343,600株

普通株式
344,700株

普通株式
229,400株

普通株式
243,000株

付与日 2010年７月20日 2011年７月20日 2012年７月20日 2013年７月19日 2014年７月18日

権利確定条件 権利確定条件は定
めていない。

権利確定条件は定
めていない。

権利確定条件は定
めていない。

権利確定条件は定
めていない。

権利確定条件は定
めていない。

対象勤務期間 対象勤務期間は定
めていない。

対象勤務期間は定
めていない。

対象勤務期間は定
めていない。

対象勤務期間は定
めていない。

対象勤務期間は定
めていない。

権利行使期間 2010年７月21日から
2040年７月20日まで

2011年７月21日から
2041年７月20日まで

2012年７月21日から
2042年７月20日まで

2013年７月20日から
2043年７月19日まで

2014年７月19日から
2044年７月18日まで

第６回新株予約権 第７回新株予約権 第８回新株予約権 第９回新株予約権 第10回新株予約権

付与対象者の
区分及び人数

当行取締役10名、
執行役員10名、
計20名

当行取締役10名、
執行役員10名、
計20名

当行取締役９名、
執行役員11名、
計20名

当行取締役６名、
執行役員14名、
計20名

当行取締役６名、
執行役員15名、
計21名

株式の種類別の
ストック・
オプションの数
（注）

普通株式
180,700株

普通株式
365,400株

普通株式
230,500株

普通株式
231,800株

普通株式
346,000株

付与日 2015年７月17日 2016年７月20日 2017年７月20日 2018年７月20日 2019年７月19日

権利確定条件 権利確定条件は定
めていない。

権利確定条件は定
めていない。

権利確定条件は定
めていない。

権利確定条件は定
めていない。

権利確定条件は定
めていない。

対象勤務期間 対象勤務期間は定
めていない。

対象勤務期間は定
めていない。

対象勤務期間は定
めていない。

対象勤務期間は定
めていない。

対象勤務期間は定
めていない。

権利行使期間 2015年７月18日から
2045年７月17日まで

2016年７月21日から
2046年７月20日まで

2017年７月21日から
2047年７月20日まで

2018年７月21日から
2048年７月20日まで

2019年７月20日から
2049年７月19日まで
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第11回新株予約権

付与対象者の
区分及び人数

当行取締役５名、
執行役員16名、
計21名

株式の種類別の
ストック・
オプションの数
（注）

普通株式
380,500株

付与日 2020年７月20日

権利確定条件 権利確定条件は定
めていない。

対象勤務期間 対象勤務期間は定
めていない。

権利行使期間 2020年７月21日から
2050年７月20日まで

（注） 株式数に換算して記載しております。

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度（2022年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数に
ついては、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数

第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権
権利確定前
前連結会計年度末 － － － － －
付与 － － － － －
失効 － － － － －
権利確定 － － － － －
未確定残 － － － － －
権利確定後
前連結会計年度末 41,300株 44,200株 46,800株 28,300株 28,700株
権利確定 － － － － －
権利行使 － － － － －
失効 41,300株 44,200株 46,800株 28,300株 28,700株
未行使残 － － － － －
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第６回新株予約権 第７回新株予約権 第８回新株予約権 第９回新株予約権 第10回新株予約権
権利確定前
前連結会計年度末 － － － － －
付与 － － － － －
失効 － － － － －
権利確定 － － － － －
未確定残 － － － － －
権利確定後
前連結会計年度末 34,200株 114,700株 97,400株 164,300株 285,300株
権利確定 － － － － －
権利行使 6,500株 42,200株 29,000株 48,500株 103,800株
失効 27,700株 72,500株 68,400株 115,800株 181,500株
未行使残 － － － － －

第11回新株予約権
権利確定前
前連結会計年度末 －
付与 －
失効 －
権利確定 －
未確定残 －
権利確定後
前連結会計年度末 353,800株
権利確定 －
権利行使 106,500株
失効 247,300株
未行使残 －

（注） 当連結会計年度より、株式報酬型ストック・オプション制度を廃止し、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており
ます。
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② 単価情報

第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権

権利行使価格 １円 １円 １円 １円 １円

行使時平均株価 － － － － －
付与日における
公正な評価単価 467円 446円 403円 686円 673円

第６回新株予約権 第７回新株予約権 第８回新株予約権 第９回新株予約権 第10回新株予約権

権利行使価格 １円 １円 １円 １円 １円

行使時平均株価 670円 713円 708円 719円 722円
付与日における
公正な評価単価 913円 433円 721円 675円 488円

第11回新株予約権

権利行使価格 １円

行使時平均株価 721円
付与日における
公正な評価単価 457円

（注） １株当たりに換算して記載しております。
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